
平成31年度
建設コンサルタント等業務の

総合評価実施方針について

平成31年4月
国土交通省 関東地方整備局

港湾空港部

平成31年4月1日以降に公告する建設コンサルタント等業務より適用するものです。
◆本運用方針に基づき個別の建設コンサルタント等業務に適用される評価項目等
は、各建設コンサルタント等業務の入札説明書を参照してください。
◆本方針の内容は予告なく変更する場合がありますので、ご承知おき願います。



１．企業及び技術者の技術力が発揮できる競争環境の確保

１．予定管理技術者の業務成績評価区分の見直し

変更項目(平成31年4月1日以降に公告する業務から適用)



１．予定管理技術者の業務成績評価区分の見直し
■目 的
「業務成績点に対する評価点」のインセンティブとメリハリを考慮しつつ、実施方針及び技術提案の評価と合わせてより総合的に技
術力の優秀な者を特定出来る配点区分に見直す。

平均点が80点以上 20 25 30

平均点が79点 18 22.5 27

平均点が78点 16 20 24

平均点が77点 平均点が77点 16 14 20 17.5 24 21

平均点が76点 平均点が76点 12 12 15 15 18 18

平均点が75点 平均点が75点 8 10 10 12.5 12 15

平均点が74点 平均点が74点 4 8 5 10 6 12

平均点が73点 6 7.5 9

平均点が72点 4 5 6

平均点が71点 2 2.5 3

平均点が60点以上71点
未満又は100万円以上
の地方整備局（港湾空
港関係）発注の業務成
績なし

加点しない 加点しない 加点しない

平均点が60点未満 平均点が60点未満

20 30

選定しない

平成31年度以降
(2019年度以降)

平成30年度まで
(2018年度まで)

平成31年度以降
(2019年度以降)

平成30年度まで
(2018年度まで)

予定管理技術者　業務成績（点）
／配点ピッチ別

配点

平成31年度以降
(2019年度以降)

平成30年度まで
(2018年度まで)

平成31年度以降
(2019年度以降)

平均点が60点以上74点
未満又は100万円以上
の地方整備局（港湾空
港関係）発注の業務成
績なし

平均点が78点以上

20点満点の場合 25点満点の場合 30点満点の場合

加点しない 加点しない 加点しない

25

平成30年度まで
(2018年度まで)


